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高濃度PCB廃棄物
中間貯蔵・環境安全事業株式会社

（ J E S C O ）

低濃度PCB廃棄物
無害化処理認定事業者

都道府県知事等許可業者

以下のものが廃棄物となったもの

• P C B原液
• P C Bを含む油に含まれている P C Bの割合が 0 . 5 %を超えるもの
• P C Bが塗布され、染み込み、付着し、又は封入され P C Bの濃度が 1 k gにつき

5 , 0 0 0 m gを超えるもの

ただし、可燃性の汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラ類であって P C Bの濃度が 1 k gに
つき 1 0 0 , 0 0 0（ 1 0万） m g以下のものについては、原則、それらの処理を行うことの出来る無
害化処理認定事業者等での処理となります。

J E S C O処理対象物（高濃度 P C B廃棄物）

処 理

PCB廃棄物

処 理

１ はじめに＜PCB廃棄物の処理＞

※無害化処理認定事業者は環境大臣認定
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② 処理計画の提案

① 登録

⑤ 中小企業者等軽減制度の手続き

⑥ 契約の締結・処理料金の支払い

Ｊ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ

③ 選定・契約の締結

⑧ 搬出日の連絡 ⑦ 搬出日の連絡

④ 選定した収集運搬事業者の連絡

②を受け並行して行う手続き

保
管
事
業
者

収
集
運
搬

事
業
者

１ はじめに＜JESCO処理全体の流れ＞
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事業エリア・種別 処 分 期 間 末 計画的処理完了期限 備 考

北海道
変・コン 令和 4年 3月 3 1日 令和 5年 3月 3 1日

安定器等 令和 5年 3月 3 1日 令和 6年 3月 3 1日

東 京
変・コン 令和 4年 3月 3 1日 令和 5年 3月 3 1日

安定器等 令和 5年 3月 3 1日 令和 6年 3月 3 1日 北海道で処理

豊 田
変・コン 令和 4年 3月 3 1日 令和 5年 3月 3 1日

安定器等 令和 3年 3月 3 1日 令和 4年 3月 3 1日 北九州で処理

大 阪
変・コン 令和 3年 3月 3 1日 令和 4年 3月 3 1日

安定器等 令和 3年 3月 3 1日 令和 4年 3月 3 1日 北九州で処理

北九州
変・コン 平成 3 0年 3月 3 1日 平成 3 1年 3月 3 1日 事業終了

安定器等 令和 3年 3月 3 1日 令和 4年 3月 3 1日

※令和 4年 5月 3 1日に行われた「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」の改訂により、「計
画的処理完了期限」後となる「事業終了準備期間」を活用した処理が可能となりましたが、処
分期間及び計画的処理完了期限に変更はありません。

１ はじめに＜高濃度PCB廃棄物の処分期間＞
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3㎏以上の変圧器・コンデンサー類、
PCB油、保管容器 など

搬入荷姿登録

① 搬入荷姿登録申込書（総括表）
② 搬入荷姿登録調査票
③ 保管場所、機器の状況及び重量実測風景の写

真

「搬入荷姿登録」は、ドラム缶、ペール缶等の搬入
可能な金属製の容器に収納する必要があります。

また、使用中等の理由により「搬入荷姿登録」が困
難な場合は、「予備登録」も可能ですが、契約までに
「搬入荷姿登録」への移行が必要です。なお、現在は
原則「予備登録」の受付を終了しています。

◆ J E S C Oは、高濃度 P C B廃棄物の処理を行う会社
◆ 処理委託に当たっては、 P C B特別措置法に基づく自治体への届出とは別に J E S C Oへの登録が必要
◆ 登録前に低濃度 P C B廃棄物等を取り除くことが必要

機器等登録

① P C B機器等登録申込書（総括表）
② P C B機器等調査票
③ 保管場所、 P C B機器等の写真

「機器等登録」は、使用中等の理由により機器の詳
細が不明であっても登録は可能です。まずは登録をお
願いします。

※使用中の機器は、感電の恐れがあり大変危険ですの
で、選任されている電気主任技術者等の指示・指導等

に従って下さい。

照明器具の安定器、3㎏未満の小型電気機器、
分析に使用した器材、ウエス等の汚染物 など

２ JESCOへの登録
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3㎏以上の変圧器・コンデンサー類、
PCB油、保管容器 など

搬入荷姿登録

① 搬入荷姿登録申込書（総括表）
② 搬入荷姿登録調査票
③ 保管場所、機器の状況及び重量実測風景の写

真

「搬入荷姿登録」は、ドラム缶、ペール缶等の搬入
可能な金属製の容器に収納する必要があります。

また、使用中等の理由により「搬入荷姿登録」が困
難な場合は、「予備登録」も可能ですが、契約までに
「搬入荷姿登録」への移行が必要です。なお、現在は
原則「予備登録」の受付を終了しています。

➢ J E S C Oは、高濃度 P C B廃棄物の処理を行う会社
➢ 処理委託に当たっては、 P C B特別措置法に基づく自治体への届出とは別に J E S C Oへの登録が必要
➢ 登録前に低濃度 P C B廃棄物等を取り除くことが必要

機器等登録

① P C B機器等登録申込書（総括表）
② P C B機器等調査票
③ 保管場所、 P C B機器等の写真

「機器等登録」は、使用中等の理由により機器の詳
細が不明であっても登録は可能です。まずは登録をお
願いします。

※使用中の機器は、感電の恐れがあり大変危険ですの
で、選任されている電気主任技術者等の指示・指導等

に従って下さい。

照明器具の安定器、3㎏未満の小型電気機器、
分析に使用した器材、ウエス等の汚染物 など

２ JESCOへの登録＜機器等登録①＞
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  　　　年　　　月　　　日

中間貯蔵・環境安全事業株式会社　　殿
〒      　－

印

　登録約款の内容を確認し、同意した上で、機器等登録に申込いたします。　　

１．保管事業者連絡先

ふりがな

担当者

FAX番号

２．保管事業場（廃棄物等保管場所）

ふりがな

担当者

FAX番号

ふりがな

担当者

FAX番号

４．処理委託希望物

　　別紙「ＰＣＢ機器等調査票（様式－１、様式－２、様式－３、様式－６）」参照

①ＰＣＢ機器（ﾄﾗﾝｽ類・ｺﾝﾃﾞﾝｻ類）

②ＰＣＢ油類                                  

③ＰＣＢに汚染された保管容器　　 

④ＰＣＢ機器（連結ｺﾝﾃﾞﾝｻ類）

５．調査機器等の写真

　　別紙「ＰＣＢ機器等の写真撮影例」参照 ※重量を実測した場合は「実測写真」が必要になりますのでご注意下さい。

６．その他特記事項

中間貯蔵・環境安全事業㈱

□　１．保管事業者と同じ（当てはまる場合、□にレ点を記入。当てはまらない場合、以下に記入）

担当部署・役職

電話番号

住　所

〒　  　－　

機器等登録申込書　（総括表）

保管事業者住所

保管事業者名

代表者（役職・氏名）

連絡先

〒　  　　－　

保管事業場名

連絡先

担当部署・役職

電話番号

申込台数（　　　　　　）台

申込台数（　　　　　　）台

申込台数（　　　　　　）台

申込台数（　　　　　　）台

３．登録確認書等送付先（□にレ点を記入） □　１．保管事業者宛　　　　□　２．保管事業場宛　　　　□　３．その他（送付先を以下に記入）

送付先名  

送付先住所

連絡先

担当部署・役職

電話番号

< １台あたり３ｋｇ以上のトランス類・コンデンサ類 及び PCB油類 > 

２ JESCOへの登録＜機器等登録②＞
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２ JESCOへの登録＜機器等登録③＞
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  　　　年　　　月　　　日

中間貯蔵・環境安全事業株式会社　　殿
〒      　－

印

　登録約款の内容を確認し、同意した上で、機器等登録に申込いたします。　　

１．保管事業者連絡先

ふりがな

担当者

FAX番号

担当部署・役職

電話番号

機器等登録申込書　（総括表）

保管事業者住所

保管事業者名

代表者（役職・氏名）

連絡先

< １台あたり３ｋｇ以上のトランス類・コンデンサ類 及び PCB油類 > ➢ 処理委託契約締
結時の名義等とな
ります。

➢ 保管事業場の
「場長」等ではな
く、会社（法人）
の代表者名を記載
し、代表者印を押
印してください。

➢ ただし、契約に
関する権限をお持
ちであれば「場
長」等でも構いま
せん。

➢ 弊社からの連絡、処理委託契約締結時の窓口となっていただく方を想定しています。
➢ 本社、保管事業場の担当者等を想定しています。
➢ 登録する P C B廃棄物の状況を把握出来ている方を選任いただければ幸いです。

２ JESCOへの登録＜機器等登録④＞
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２．保管事業場（廃棄物等保管場所）

ふりがな

担当者

FAX番号

ふりがな

担当者

FAX番号

□　１．保管事業者と同じ（当てはまる場合、□にレ点を記入。当てはまらない場合、以下に記入）

住　所

〒　  　－　

〒　  　　－　

保管事業場名

連絡先

担当部署・役職

電話番号

３．登録確認書等送付先（□にレ点を記入） □　１．保管事業者宛　　　　□　２．保管事業場宛　　　　□　３．その他（送付先を以下に記入）

送付先名  

送付先住所

連絡先

担当部署・役職

電話番号

➢ 保管事業者の情報で
はなく、対象となる P C B
廃棄物を現に保管して
いる事業場、倉庫等の
情報となります。

➢ 登録完了後に送付す
る書類（登録確認証
等）の送付先となりま
す。

➢ 前記１．又は２．に
記載されている場所へ
の返送を希望される場
合は、該当項目に☑の
みで構いません。

２ JESCOへの登録＜機器等登録⑤＞
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４．処理委託希望物

　　別紙「ＰＣＢ機器等調査票（様式－１、様式－２、様式－３、様式－６）」参照

①ＰＣＢ機器（ﾄﾗﾝｽ類・ｺﾝﾃﾞﾝｻ類）

②ＰＣＢ油類                                  

③ＰＣＢに汚染された保管容器　　 

④ＰＣＢ機器（連結ｺﾝﾃﾞﾝｻ類）

５．調査機器等の写真

　　別紙「ＰＣＢ機器等の写真撮影例」参照 ※重量を実測した場合は「実測写真」が必要になりますのでご注意下さい。

６．その他特記事項

申込台数（　　　　　　）台

申込台数（　　　　　　）台

申込台数（　　　　　　）台

申込台数（　　　　　　）台

➢ 今回登録する P C B
廃棄物を①～④の種
類ごとの台数を記載
してください。

➢ 使用中等の理由により、調査票に記載すべき内容が不足している場合等にその状況を
記載してください。

➢ 不足している情報の確定する時期（見込）を記載していただけると助かります。

２ JESCOへの登録＜機器等登録⑥＞
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保管事業者名

保管事業場名

　　　　　（注）Ｉ：ＰＣＢ表記

※微量PCB汚染廃電気機器は、JESCOの処理対象外のため登録できませんので、ご注意下さい。 銘板に以下の表記があるかをご確認ください。

１．不燃性油　　２．ＡＦ式　　３．ＤＦ式　　４． シバノール　 ５．ＡＦＰ式　　６．ヒタフネン　　

７． ○○クロール（富士シンクロール、ダイヤクロール等）

　▽以下（８～１０）は、トランスの「冷却方式」をご覧下さい

８．ＬＮＡＮ(F)　９．ＬＦＡＮ(F)　　１０．ＬＦＷＦ  　　１１．上記表記無し

PCB機器等調査票
１台あたり３kg以上のトランス類・コンデンサ類

　記入日 ：     　   年       月　  　  日

☆ 様式－１☆銘板等の情報をもとに下記項目をご記入ください。
☆登録には必ず写真が必要です。（「写真撮影例」参照）

➢ 保管事業者名と対象となる P C B廃棄物を現に保管している事業場、倉庫等の名称を
記載してください。

２ JESCOへの登録＜機器等登録⑦＞
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A Ｂ-１ C Ｄ Ｅ Ｆ G I

特措法番号が
不明な場合、空
欄で可

「ｋVA」 又は

「μＦ」
「月」の記載は

不要
トランス類
のみ記入

1台当たりの

総重量(kg)
重量

確認方法

１ ３ －１ 変圧器（ト ランス） 100ｋ VA 明電舎 1970 NOKAX 298 1, 200 銘板 8

１ ３ －２ 高圧コンデンサ 30ｋ VA 指月電機 1968 THK6030HRN10 - 30. 5 実測（※） 3

0001

特措法届
出番号

製造者
機器
番号

H

型式
油量
（㍑）
銘板

　機器総重量(kg)
※実測の場合は、計量を
証明するもの（写真等）を
お示し下さい

定格
容量

製造年品名

（注）

PCB
表記

記入例

➢ Ａ： P C B特別措置法に基づく都道府県・政令市に届出を行い、当該都道府県・政令市
により付番されていれば記載してください。

※ 不明な場合は空欄でも構いません

➢ Ｂ－１～Ｉ：登録の対象となる P C B廃棄物（変圧器・コンデンサー）に取り付けられ
ている銘板を確認し記載してください。

※ 重量は実測した重量でも構いません

２ JESCOへの登録＜機器等登録⑧＞
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K L M N

幅 奥行き
缶体の

高さ
ブッシン
グ高さ

トランス類
のみ記入

150 100 170 0 無し 無し 1 無し 1

48 13 55 17 - にじみ 1 有り

J Ｏ

漏れ 台数

その他特記事項

※分析している場合
PCB濃度（mg/kg)を記載

ＰＣＢに汚
染された
保管容器
の有無
※「有り」の
場合、様式
－３記入

寸法（ｃｍ）
抜油

使用中の機器は
「１」　と記入

➢ Ｊ：通電を止め放電を行った上で実測した寸法を記載してください。なお、使用中等
で実測出来ない場合は空欄でも構いませんが、総括表の「６．その他特記事項」欄に状
況を記載してください。

➢ Ｋ、Ｌ、Ｎ：状況により記載してください。
➢ Ｏ：分析を行った場合であれば分析値を記載してください。

２ JESCOへの登録＜機器等登録⑨＞
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高濃度 P C Bを含有する変圧器類・コンデンサー類は、機器に取り付けられた銘板を確認する
ことで判別可能です。銘板情報で高濃度と判明した機器の分析は不要です。

☆ 銘板に記載されている情報

⚫ 型式等
➢ 「不燃性油入」、「 A F式」、「 D F式」、「シバノール」、

「ダイヤクロール」等の記載があるものは高濃度 P C B使用機器
であることが確定します。

⚫ 容量
⚫ 製造年月

➢ 昭和 2 8年（ 1 9 5 3年）～昭和 4 7年（ 1 9 7 2年）に製造された
機器であれば高濃度 P C Bを使用している可能性があります。

⚫ 重量

※（一社）日本電機工業会（ J E M A）、各製造メーカーの W e bサイトでは
「型式等による判別情報」が公開されています

➢ 変圧器類・コンデンサー類は、キュービクル、配電盤周り等に設置されています
➢ 使用を終えた機器もキュービクル内に保管されている場合があります

２ JESCOへの登録＜機器等登録⑩（銘板から得られる情報）＞
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缶体の高さ

幅

ブッシングの高さ

（広い面）

奥行

銘板

（狭い面）

※ 赤で囲んでいる持ち手などの「出っ張り部分」は、寸法に含みません
※ 缶体とブッシングの高さは、それぞれ計測してください

２ JESCOへの登録＜機器等登録⑪（コンデンサーの計測場所）＞
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3㎏以上の変圧器・コンデンサー類、
PCB油、保管容器 など

搬入荷姿登録

① 搬入荷姿登録申込書（総括表）
② 搬入荷姿登録調査票
③ 保管場所、機器の状況及び重量実測風景の写

真

「搬入荷姿登録」は、ドラム缶、ペール缶等の搬入
可能な金属製の容器に収納する必要があります。

また、使用中等の理由により「搬入荷姿登録」が困
難な場合は、「予備登録」も可能ですが、契約までに
「搬入荷姿登録」への移行が必要です。なお、現在は
原則「予備登録」の受付を終了しています。

◆ J E S C Oは、高濃度 P C B廃棄物の処理を行う会社
◆ 処理委託に当たっては、 P C B特別措置法に基づく自治体への届出とは別に J E S C Oへの登録が必要
◆ 登録前に低濃度 P C B廃棄物等を取り除くことが必要

機器等登録

① P C B機器等登録申込書（総括表）
② P C B機器等調査票
③ 保管場所、 P C B機器等の写真

「機器等登録」は、使用中等の理由により機器の詳
細が不明であっても登録は可能です。まずは登録をお
願いします。

※使用中の機器は、感電の恐れがあり大変危険ですの
で、選任されている電気主任技術者等の指示・指導等

に従って下さい。

照明器具の安定器、3㎏未満の小型電気機器、
分析に使用した器材、ウエス等の汚染物 など

２ JESCOへの登録＜搬入荷姿登録①＞
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２ JESCOへの登録＜搬入荷姿登録②＞
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保管事業場名 　

１．廃安定器の仕分け全体概況

（　　　　　　）台　 （　　　　　　）Kg　

（　　　　　　）台　 （　　　　　　）Kg　

２．安定器等・汚染物の搬入荷姿登録

記入コード

１．蛍光灯安定器　　２．水銀灯用安定器　３．安定器（用途不明）　　４．防爆形安定器　　５．安定器用コンデンサ　　６．小型電気機器（3kg未満）　７．ネオントランス　　８.　感圧複写紙　　　９．感圧複写紙以外の紙　　

１０．ウエス　　１１．樹脂製容器（注：北九州／北海道事業区域に限る。その他の事業区域は、『機器等登録』で申し込みください）　　１２．その他（どんなものか記入）　　

※2　容器種類 １．ドラム缶（100L以上）　　２．ペール缶（100L未満）

※3　容器材質 １．鋼製 （ステンレスを除く）　　２．ステンレス製　 ※１，２以外の材質（プラスチック等）は搬入不可です。

※4　容器の状態 ０．良好　　１．若干の錆有り　　２．蓋の溶接有り　　３．油溜まり有り　　４．その他（特殊加工等を記入）

↓容器単位でご記入下さい。

O（※7） T

A B C D E F G Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｍ Ｎ P Q R S

外径
(蓋を含む）

高さ
(蓋を含む）

１（蛍光灯安定器） 2.1 60 126.0 なし
ビニールで梱包されていて
外せない

２（水銀灯安定器） 8.0 10 80.0 なし なし

x００９８ ５（安定器用コンデンサ） 0.2 75 15.0 ビニールで梱包 15.0
２（ペー
ル缶）

１（鋼
製）

27 30 36 良好 1.6 16.6 2(不明）
１（対応
済）

2015年7月
1日

〇〇株式会社

x０００３

x０００２

2015年7月
1日

〇〇株式会社

x０００１

90 良好 24.0 230
１（対応
済）

０（未対
応）

外付け
ｺﾝﾃﾞﾝｻ

の取り外し
(※６）

仕分け
作業日

実際の
仕分け

作業者名

x００９８ 13-01 206.0
１（ドラ
ム缶）

１（鋼
製）

200 60

容器
材質

（同※3）
容量（Ｌ）

寸法（cｍ）
容器の
状態

（同※4）

容器重量
（ｋｇ）

※蓋を含む。

PCB不
使用安定器

の分別
(※５）

備　考

特措法番号

特措法番号が不明
な場合、空欄でも

可

安定器等・汚染物種類
（記入コード※１）

1台あたり
の重量
（ｋｇ）

台数
※安定器・
小型電機機
器のみ記入

重量
小計
（ｋｇ）

にじみ・漏
れ

混載物等

機器
（容器）
番号（x）

※容器単位でご記入
ください。

廃棄物情報 搬入容器 廃安定器の仕分け
Ｌ

総重量
（容器込）

(kg)
※蓋を含む。

重量計
（ｋｇ）

容器種類
（※2）

※1 安定器等・汚染物種類　

※5 PCB不使用安定器の分別 ０．未対応　１．対応済　　２．不明　※「分別」とは、保管された廃安定器からＰＣＢ不使用安定器を取り除くこと。

※6 外付けｺﾝﾃﾞﾝｻの取り外し ０．未対応　１．対応済　　２．不明　３．なし　※「取り外し」とは、「ｺﾝﾃﾞﾝｻ外付け型安定器」からJESCO対象物となるｺﾝﾃﾞﾝｻを取り外すこと。

 外付けコンデンサの
取り外し

　　□全て取り外し済　□一部取り外し済　□未対応又は不明　□外付けなし CとＤを記入
　C　コンデンサを取り外した後のコンデンサ
　　　外付け型安定器(残部材）の台数

　D　コンデンサを取り外した後のコンデンサ外付け型
　　　安定器残部材の総重量

（注）３ｋｇ以上のトランス（ネオントランスを除く）・コンデンサ等は、この用紙（予備登録）での登録はできません。機器等登録をお願いいたします（ただし、北九州事業区域の機器等登録は終了しました。）。

 PCB不使用安定器の
分別

　　□全て分別済　　　□一部分別済　　　□未対応又は不明 AとBを記入 　A　PCB不使用安定器の分別台数　　　　　　　　　　　 　B　分別したPCB不使用安定器の総重量

搬入荷姿登録調査票（安定器等・汚染物）

※「未対応又は不明」及び「外付けなし」以外を選択した場合、下記の記入をお願いします。

様式５

記入例

登録には必ず写真が必要です。
（「写真撮影例」をご参照下さい）

記入例

事業場全体での安定器の登録総重量が500kg以上
と見込まれる方のみ記入をお願いします。

２ JESCOへの登録＜搬入荷姿登録③＞
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  　　　　　年　　　　月　　　　日

中間貯蔵・環境安全事業株式会社　　殿

印

安定器等・汚染物登録約款の内容を確認し、同意した上で、搬入荷姿登録に申込いたします。　　

１．保管事業者連絡先

連絡先
担当部署・役職

電話番号 FAX番号

搬入荷姿登録申込書（安定器等・汚染物)
（総括表）

〒　  　　－

保管事業者住所

保管事業者名

代表者（役職・氏名）

ふりがな

担当者名

➢ 弊社からの連絡、処理委託契約締結時の窓口となっていただく方を想定しています。
➢ 本社、保管事業場の担当者等を想定しています。
➢ 登録する P C B廃棄物の状況を把握出来ている方を選任いただければ幸いです。

➢ 処理委託契約締
結時の名義等とな
ります。

➢ 保管事業場の
「場長」等ではな
く、会社（法人）
の代表者名を記載
し、代表者印を押
印してください。

➢ ただし、契約に
関する権限をお持
ちであれば「場
長」等でも構いま
せん。

２ JESCOへの登録＜搬入荷姿登録④＞
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２．保管事業場（廃棄物等保管場所） 　□　１．保管事業者と同じ（当てはまる場合、□にレ点を記入。当てはまらない場合、以下に記入）

３．登録確認書等送付先（□にレ点を記入） 　□　１．保管事業者宛　　　　□　２．保管事業場宛　　　　□　３．その他（送付先を以下に記入）

ふりがな

FAX番号

送付先名

住　所

保管事業場名

〒　　　　－

FAX番号

担当者名

送付先住所

担当部署・役職

電話番号

ふりがな

担当者名

〒　　　　－

連絡先

連絡先

担当部署・役職

電話番号

➢ 保管事業者の情報で
はなく、対象となる P C B
廃棄物を現に保管して
いる事業場、倉庫等の
情報となります。

➢ 登録完了後に送付す
る書類（登録確認証
等）の送付先となりま
す。

➢ 前記１．又は２．に
記載されている場所へ
の返送を希望される場
合は、該当項目に☑の
みで構いません。

２ JESCOへの登録＜搬入荷姿登録⑤＞
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４．登録区分（以下のいずれかを選択し、選択した方の□にレ点を記入ください）

□ 新規の搬入荷姿登録申請

□ 予備登録した廃棄物をすべて搬入荷姿登録へ移行（右欄に予備登録番号を記入） ｂ

□ 予備登録した廃棄物の一部を搬入荷姿登録へ移行（右欄に予備登録番号を記入）→「様式４ 変更・追加申請用」を提出ください。

５．処理委託希望物

別紙 搬入荷姿登録調査票（安定器等・汚染物）　 様式５ 参照

６．調査機器等の写真

７．その他の注意事項、備考

　・「安定器等・汚染物登録調査票記入要領」の必要書類の記入要領 ２．搬入荷姿登録調査票の記入要領 [３]安定器等・汚染物の写真撮影(14ページ)

　  を参照の上撮影いただき、本表提出時に添付願います。

【申込缶数　ドラム缶（　　　　　　）缶　　ペール缶（　　　　　　）缶】　　

➢ 登録対象となる P C B
廃棄物が「予備登
録」されている場合
は、予備登録番号を
記載してください。

◆ 予備登録が行われ
ている場合であって
記載のない場合は、
行われている予備登
録とは別の「新規登
録」として取り扱う
場合がありますので
ご注意ください

➢ P C B使用が不明確な場合、仕分けを行う予定がある場合等にその状況等を記載してく
ださい。

２ JESCOへの登録＜搬入荷姿登録⑥＞
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保管事業場名 　

１．廃安定器の仕分け全体概況

（　　　　　　）台　 （　　　　　　）Kg　

（　　　　　　）台　 （　　　　　　）Kg　

２．安定器等・汚染物の搬入荷姿登録

記入コード

１．蛍光灯安定器　　２．水銀灯用安定器　３．安定器（用途不明）　　４．防爆形安定器　　５．安定器用コンデンサ　　６．小型電気機器（3kg未満）　７．ネオントランス　　８.　感圧複写紙　　　９．感圧複写紙以外の紙　　

１０．ウエス　　１１．樹脂製容器（注：北九州／北海道事業区域に限る。その他の事業区域は、『機器等登録』で申し込みください）　　１２．その他（どんなものか記入）　　

※2　容器種類 １．ドラム缶（100L以上）　　２．ペール缶（100L未満）

※3　容器材質 １．鋼製 （ステンレスを除く）　　２．ステンレス製　 ※１，２以外の材質（プラスチック等）は搬入不可です。

※4　容器の状態 ０．良好　　１．若干の錆有り　　２．蓋の溶接有り　　３．油溜まり有り　　４．その他（特殊加工等を記入）

※1 安定器等・汚染物種類　

※5 PCB不使用安定器の分別 ０．未対応　１．対応済　　２．不明　※「分別」とは、保管された廃安定器からＰＣＢ不使用安定器を取り除くこと。

※6 外付けｺﾝﾃﾞﾝｻの取り外し ０．未対応　１．対応済　　２．不明　３．なし　※「取り外し」とは、「ｺﾝﾃﾞﾝｻ外付け型安定器」からJESCO対象物となるｺﾝﾃﾞﾝｻを取り外すこと。

 外付けコンデンサの
取り外し

　　□全て取り外し済　□一部取り外し済　□未対応又は不明　□外付けなし CとＤを記入
　C　コンデンサを取り外した後のコンデンサ
　　　外付け型安定器(残部材）の台数

　D　コンデンサを取り外した後のコンデンサ外付け型
　　　安定器残部材の総重量

（注）３ｋｇ以上のトランス（ネオントランスを除く）・コンデンサ等は、この用紙（予備登録）での登録はできません。機器等登録をお願いいたします（ただし、北九州事業区域の機器等登録は終了しました。）。

 PCB不使用安定器の
分別

　　□全て分別済　　　□一部分別済　　　□未対応又は不明 AとBを記入 　A　PCB不使用安定器の分別台数　　　　　　　　　　　 　B　分別したPCB不使用安定器の総重量

搬入荷姿登録調査票（安定器等・汚染物）

※「未対応又は不明」及び「外付けなし」以外を選択した場合、下記の記入をお願いします。

様式５登録には必ず写真が必要です。
（「写真撮影例」をご参照下さい）

事業場全体での安定器の登録総重量が500kg以上
と見込まれる方のみ記入をお願いします。

➢ 対象となる P C B廃棄物を現に保管している事業場、倉庫等の名称を記載してください。

２ JESCOへの登録＜搬入荷姿登録⑦＞
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A B C D E F G Ｈ

１（蛍光灯安定器） 2.1 60 126.0 なし
ビニールで梱包されていて
外せない

２（水銀灯安定器） 8.0 10 80.0 なし なし

x００９８ ５（安定器用コンデンサ） 0.2 75 15.0 ビニールで梱包 15.0

x０００１

x００９８ 13-01 206.0

特措法番号

特措法番号が不明
な場合、空欄でも

可

安定器等・汚染物種類
（記入コード※１）

1台あたり
の重量
（ｋｇ）

台数
※安定器・
小型電機機
器のみ記入

重量
小計
（ｋｇ）

にじみ・漏
れ

混載物等

機器
（容器）
番号（x）

※容器単位でご記入
ください。

廃棄物情報

重量計
（ｋｇ）

記入例記入例

➢ Ａ： P C B特別措置法に基づく都道府県・政令市に届出を行い、当該都道府県・政令市
により付番されていれば記載してください。

※ 不明な場合は空欄でも構いません

➢ Ｂ～Ｈ：登録の対象となる P C B廃棄物を搬入可能な容器に収納した P C B廃棄物の種類
ごとの台数、重量、状況等を記載してください。

２ JESCOへの登録＜搬入荷姿登録⑧＞
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O（※7）
Ｉ Ｊ Ｋ Ｍ Ｎ

外径
(蓋を含む）

高さ
(蓋を含む）

２（ペー
ル缶）

１（鋼
製）

27 30 36 良好 1.6 16.6

90 良好 24.0 230
１（ドラ
ム缶）

１（鋼
製）

200 60

容器
材質

（同※3）
容量（Ｌ）

寸法（cｍ）
容器の
状態

（同※4）

容器重量
（ｋｇ）

※蓋を含む。

搬入容器
Ｌ

総重量
（容器込）

(kg)
※蓋を含む。

容器種類
（※2）

➢ Ｉ～Ｎ：対象となる P C B廃棄物を収納する容器の情報を記載してください。
※ 外径は、蓋の円周ではなく直径となります

➢ Ｏ：対象となる P C B廃棄物重量と容器重量の合計値若しくは収納した状態で実測した
重量を記載してください。

２ JESCOへの登録＜搬入荷姿登録⑨＞
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1 . 保管場所全体の写真
【１登録ごとに１枚】

2 . 容器内が確認できる写真
【１缶ごとに１枚】

3 . 蓋の形状が分かる写真
【１缶ごとに１枚】

1 . 保管場所全体の写真 ：１登録ごとに１枚

2 . 容器内が確認できる写真 ：１缶ごとに１枚

3 . 蓋の形状が分かる写真 ：１缶ごとに１枚

4 . 重量を証明する写真 ：実測ごとに１枚

２ JESCOへの登録＜搬入荷姿登録⑩（写真の撮影方法）＞
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① 容器ごと実測
【容器ごとの実測が可能な場合】

② 同じ種類の１台を実測
【種類分けが出来ている場合】

③ 複数台を実測
【種類分けが困難な場合】

＜ 総 重 量 ＞

目盛の重量
１台の重量×台数の合計重量

＋容器重量
複数台実測の合計重量

＋容器重量

①～③のいずれかの方法で、重量が確認できるように撮影してください。

２ JESCOへの登録＜搬入荷姿登録⑪（重量の測定方法）＞
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J E S C Oの受入可能容器
J E S C O指定容器

（ J I S  Z  1 6 0 0規格相当品）

容器タイプ
オープンヘッドの

ドラム缶又はペール缶
オープンヘッドの

ドラム缶

寸 法
直径： 3 0～ 6 3㎝
高さ： 3 5～ 9 1㎝

直径： 5 5～ 6 3㎝
高さ： 8 7～ 9 1㎝

材 質 金属製 鋼製（鉄製）

密 閉 方 法
天蓋にガスケットを装着し、クロージングリング（バンド）を

レバー又はボルトで締める構造のもの

１缶当たりの目安重量
北海道 P C B処理事業所での処理： 3 5 0㎏以下
北九州 P C B処理事業所での処理： 5 0 0㎏以下

※ 超える場合は要相談

➢ 指定容器の場合、１缶当たり 6 1 6 , 0 0 0円（税込み）の割引を受けることが出来る。

➢ 収納する容器は、ホームセンター、通信販売等でご購入いただくか、弊社処理事業所の入
門許可を受けている収集運搬事業者にご相談してみてください。

２ JESCOへの登録＜搬入荷姿登録⑫（JESCOへの搬入容器）＞
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T
P Q R S

2(不明）
１（対応
済）

2015年7月
1日

〇〇株式会社

2015年7月
1日

〇〇株式会社
１（対応
済）

０（未対
応）

外付け
ｺﾝﾃﾞﾝｻ

の取り外し
(※６）

仕分け
作業日

実際の
仕分け

作業者名

PCB不
使用安定器

の分別
(※５）

備　考

廃安定器の仕分け

➢ 廃安定器を大量（ 5 0 0㎏以
上）保有し仕分けを行った場
合は記載するようにしてくだ
さい。

• 仕分け自体は必須ではあ
りません。

• 仕分けを行うことにより
処理費用の削減が出来る場
合があります。

２ JESCOへの登録＜搬入荷姿登録⑬＞
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3 0

⚫ J E S C Oの処理対象物ではない
⚫ 処理費用削減の余地がある

➢ P C Bを使用していない廃安定器が
平均して３割程度混在している

分 別

◆ 分別費用を別途負担しても処理費用全体を削減することが可能な場合がある
◆ J E S C O処理対象量の適正化

PCBが使用された廃安定器の分解又は解体は原則禁止！

➢ ただし、目視により、「膨張、腐食、油にじみ等、コンデンサの形状及び性状に
変化が生じていないことが確認できた場合」であって「飛散防止等、生活環境保全
上の支障防止措置を行った」上で実施することは可能

注意点

２ JESCOへの登録＜搬入荷姿登録⑭（廃安定器の仕分け）＞
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➢ 連絡先や保管場所の変更
➢ 登録済み情報の全削除する場合 等

➢ 重量の変更
➢ 登録済情報の一部削除する場合 等

（変更申請記入例）
印

変更区分

　・ 変更　　・ 取り下げ　　・ 新規追加 　※廃棄物を新規追加する場合は、「機器等登録」となります。（早期登録への新規追加はできません）

保管事業者名　　  株式会社○○環境

保管事業場名　　　△△工場

登録番号 k000002761

（記入上の注意点） １．不燃性油　２．ＡＦ式（ＡＦＰ式）　３．ＤＦ式　　４． シバノール　

①変更部分は朱書等で色分けしてください。 ５． ○○クロール（富士シンクロール、ダイヤクロール等）

②変更前を取消線で消して変更後を記入。 　▽以下（６～８）は、トランスの「冷却方式」をご覧下さい

③変更機器の特定のため、登録証等のPCB廃棄物等リスト記載の個体管理番号か、機器番号は必ずご記入ください。 ６．ＬＮＡＮ(F)　７．ＬＦＡＮ(F)　　８．ＬＦＷＦ　　９．上記表記なし

A Ｂ C Ｄ Ｅ Ｆ G I K L M N

不明な場合は空
欄でも可

「ｋVA」 又は

「μＦ」
「月」の記載は

不要
トランス類
のみ記入

1台当たりの

総重量(kg)
重量確認

方法
幅 奥行き

缶体の
高さ

ブッシン
グ高さ

トランス
類のみ
記入

・変　更

・取り下げ

・新規追加

i115052899 0001 13-1 リアクトル 300ｋVA 日コン 1968 ＸＴＲ－ＳＭＩＤ 2,320 実測
１

120 90 180 30 有り 無 1 有り 1

・変　更

・取り下げ

・新規追加

i115052900 0002 13-2 コンデンサ 50KVA 指月電機 1967 THK6050HN 53.00 銘板 1 69 15 34 19 無 1 無し

・変　更

・取り下げ

・新規追加

i115052901 0003 13-3 コンデンサ 100KVA 日コン 1969 TPE-26100R 85.00 銘板 1 55 15 65 17 無 1 無し

・変　更

・取り下げ

・新規追加

0004 21-1 高圧コンデンサ 100ｋVA 東芝 1969 SRTR-2AR 67 銘板 4 40 20 50 18 無し 1 無し

Ｏ

抜油品名
定格
容量

型式製造年 漏れ

PCB機器等調査票

台数
ＰＣＢに汚染
された保管
容器の有無
※「有り」の
場合、様式
－３記入 使用中の機器は

「１」　と記入

その他
特記事項

J

（注）

PCB表記
寸法（ｃｍ）

製造者

機器総重量(kg)
実測の場合は、計量を証明するも

の（写真等）をお示し下さい

○○○　××

JESCO事業所名

JESCO担当者

（注）Ｉ：ＰＣＢ表記　　銘板に以下の表記があるかをご確認ください。

作成日

保管事業者
（確認者・担当者）

登録情報
変更依頼書

2019年 2月 1日

変更内容

トランス類・コンデンサ類

個体管理番
号

機器番
号

油量
（㍑）
銘板

H

PCB特措法
届出番号

1965

2,500

65       15        30 20

様式－１（変更・追加申請用）

銘板

２ JESCOへの登録＜変更手続き＞
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1 . 概要
• 中小企業者等に該当する保管事業者の J E S C O処理費用及び収集運搬費用の一部を助成
• 保管事業者からの申請に基づき、独立行政法人環境再生保全機構が運用する「 P C B廃棄

物処理基金」からの助成金等により費用負担軽減措置を適用

3 . 軽減対象者及び軽減率

① 会社
② 個人事業主
③ 中小企業団体等
④ ①、③を除く法人

処理料金及び収集運搬費用の

70％を軽減

⑤ 個人

処理料金及び収集運搬費用の

95％を軽減

2 . 対象となる P C B廃棄物 ※J E S C Oでの処理が条件（＝高濃度 P C B廃棄物の処理が対象）

① 変圧器類
③ P C B油
⑤ 保管容器

② コンデンサー類
④ 安定器等・汚染物

３ 処理費用の軽減制度＜軽減制度の概要①＞
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J E S C O処理料金請求時に減額して請求J E S C O処理費用

処理完了後に請求手続きを経て返金
※請求には返送されたマニフェストＤ票が必要

収集運搬費用

交付時期

申 請
審 査

交付決定

国

都

道

府

県

PCB廃棄物
処理基金

※独立行政法人環境
再生保全機構が管理

助 成

Ｊ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ

中
小
企
業
者
等

「施設整備費国庫補助金」交付

基金拠出

基金拠出

３ 処理費用の軽減制度＜軽減制度の概要②＞
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① 会社
② 個人事業主
③ 中小企業団体等
④ ①、③を除く法人
⑤ 個人

➢ 処理委託契約の締結時点において、それぞれの
要件を満たしている必要があります。

中小企業者等軽減制度の対象となる方

３ 処理費用の軽減制度＜軽減制度の対象となる方①＞
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• 会社業種ごとに資本金又は出資の総額、又は常時使用する従業員数の基準を満たす
会社（業種ごとに表のＡ又はＢの基準を満たす会社）

※表は 3 8ページ参照

例：製造業の場合
➢ 資本金又は出資の総額が「３億円以下」であれば、常時使用する従業員数が「 3 0 0人以

上」であっても基準を満たします。

注意点
➢ 大企業者（業種ごとに表のＡ、Ｂの基準をいずれも超えている会社）が保有する株式数又は

出資額が、発行済株式総数又は出資の総額の２分の１以上を占めている会社は大企業者とみな
し対象外となります。（みなし大企業者）

➢ みなし大企業者による発行済株式の 1 0 0％保有又は全額出資による完全支配関係がないこと
に加え、大企業者との相互間の発行済株式の 1 0 0％保有又は全額出資による完全支配関係がな
いことも条件となります。

※ 完全支配関係とは、発行済株式又は出資（自己が有する自己の株式又は出資を除く。）の
全部を直接又は間接に保有する関係をいいます。

① 会社

３ 処理費用の軽減制度＜軽減制度の対象となる方②＞
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• 主たる業種ごとに常時使用する従業員数の基準（表のＢ）を満たす個人事業主
※表は 3 8ページ参照

② 個人事業主

• 「中小企業団体の組織に関する法律」に規定されている中小企業団体
➢ 事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合、企業組合、協

業組合、商工組合及び商工組合連合会
• 「中小企業団体の組織に関する法律」に規定されている中小企業団体中央会であっ

て、その直接又は間接の構成員の３分の２以上が中小企業団体であるもの
➢ 都道府県中小企業団体中央会及び全国中小企業団体中央会

• 特別の法律によって設立された組合又はその連合会であって、その直接又は間接の
構成員の３分の２以上が「① 会社」の基準いずれかに該当する者であるもの
➢ 農業協同組合、漁業協同組合 等

③ 中小企業団体等

３ 処理費用の軽減制度＜軽減制度の対象となる方③＞
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• 常時使用する従業員数が 1 0 0人以下の法人
• 主たる業種ごとに常時使用する従業員数の基準（表のＢ）を満たす法人

※表は 3 8ページ参照

④ ①、③を除く法人

3 7

• 解散又は事業の廃止により事業者ではなくなった後、交付の対象となる P C B廃棄物
を保管することとなった個人

• 何らかの理由により、交付の対象となる P C B廃棄物を保管することとなった個人事
業主を除く個人

• 破産管財人を含む破産者

注意点
➢ 不動産収入、農業収入等のある方は個人事業主となります。
➢ 年金、給与以外の収入のある方はお問い合わせをお願いします。

⑤ 個人

３ 処理費用の軽減制度＜軽減制度の対象となる方④＞
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主 た る 業 種 Ａ 資本金又は出資の総額 Ｂ 常時使用する従業員数

① 製 造 業 ３億円以下 ３００人以下

② 卸 売 業 １億円以下 １００人以下

③ サービス業 ５千万円以下 １００人以下

④ 小 売 業 ５千万円以下 ５０人以下

⑤ ゴム製品製造業 ３億円以下 ９００人以下

⑥ ソフトウエア業又は
情報処理サービス業

３億円以下 ３００人以下

⑦ 旅 館 業 ５千万円以下 ２００人以下

⑧ そ の 他 ３億円以下 ３００人以下

３ 処理費用の軽減制度＜軽減制度の対象となる方⑤（規模区分）＞
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計画的処理完了期限内 事業終了準備期間中

処分費用 収集運搬費用 処分費用 収集運搬費用

① 会 社 70% 70% 44% -

② 個人事業主 70% 70% 44% -

③ 中小企業団体等 70% 70% 44% -

④ ①、③を除く法人 70% 70% 44% -

⑤ 個 人 95% 95% 44% -

中小軽減対象外 - - - -

※中小軽減対象外とは、大企業に該当又は本人の意思により申込をされなかった方

１ 処理費用の軽減制度＜軽減率の概要＞
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☆ 収集運搬費用の軽減制度
負担額の税抜金額に保管事業者の該当する助成割合を乗じて得た金額又は交付の対

象となるＰＣＢ廃棄物の種類・措置ごとに設定した助成限度額（ 4 2ページ）のいずれ
かの安い額が助成額となります。

1 . 助成対象となる経費
• 積込み、積み下ろしを含む収集運搬に係る経費
• 漏えい防止措置等に係る経費

2 . 助成対象とならない費用
• 消費税及び地方消費税相当額
• ドラム缶、ペール缶などの保管容器の購入費用

3 . 注意点
• 助成金の支払いは、処理費用の軽減とは異なり、中間処理完了後の請求手続

きによる返金となります。（一旦全額の支払いが必要）
• 助成金の請求手続きは、中間処理完了後（マニフェストＤ票の到着後）、１

年以内に行う必要があります。

３ 処理費用の軽減制度＜収集運搬費用の軽減①（概要）＞
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対象となる廃棄物の種類

収 集 運 搬 限 度 額
（積込み・積下し含む）

中小企業等 個 人

変圧器 3 6 4 , 0 0 0円／台 4 9 4 , 0 0 0円／台

コンデンサー 1 7 5 , 0 0 0円／台 2 3 7 , 5 0 0円／台

P C B原液及び P C Bを含む油類 1 7 5 , 0 0 0円／式 2 3 7 , 5 0 0円／式

ドラム缶入りの安定器・汚染物等 1 0 5 , 0 0 0円／缶 1 4 2 , 5 0 0円／缶

ペール缶入りの安定器・汚染物等 1 0 2 , 0 0 0円／缶 1 4 0 , 0 0 0円／缶

汚染容器 変圧器類若しくはコンデンサー類の上限額を適用

容器なし登録安定器 ドラム缶の上限額を適用

備 考

高濃度 P C B廃棄物が２以上ある場合は、その種類ごとの助成限度額を合計した額とする。
P C B原液及び P C Bを含む油類は、１申請当たり一式での助成限度額とする。

対象となる措置 限 度 額

漏えい防止措置 7 0 , 0 0 0円／缶 9 5 , 0 0 0円／缶

備 考

漏えい防止措置が必要な高濃度 P C B廃棄物が２以上ある場合は、それぞれに助成限度額を適用する。

３ 処理費用の軽減制度＜収集運搬費用の軽減②（助成限度額）＞
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※ １ 特 別 な 法 律 に よ り 設 立 さ れ た 組 合 又 は そ の 連 合 会 の 方 に つ い て 、 構 成 員 を 確 認 す る 必 要 が あ る 場 合 は 提 出 し て い た だ く こ と が あ り
ま す 。

※ ２ 確 定 申 告 書 添 付 書 類 等
※ ３ 公 益 社 団 法 人 、 公 益 財 団 法 人 、 一 般 社 団 法 人 、 一 般 財 団 法 人 の 場 合 は 、 定 款 と 事 業 報 告 書 等 が 必 要 で す （ サ ー ビ ス 業 、 小 売 業 、 卸

売 業 を 除 く 。 ） 。 そ れ 以 外 の 法 人 で も 、 業 種 を 確 認 す る 必 要 が あ る 場 合 は 、 別 途 必 要 な 書 類 を 提 出 し て い た だ く こ と が あ り ま す 。
※ ４ 法 人 の 所 在 地 を 管 轄 す る 法 務 局 （ 登 記 所 ） で 取 得 で き ま す が 、 廃 業 か ら 2 0 年 を 経 過 し て い る 場 合 に は 入 手 不 可 と な る こ と が あ り ま

す 。 そ の 際 に は 、 別 途 書 類 （ 廃 業 し た こ と が わ か る 資 料 等 ） が 必 要 で す 。
※ ５ 証 明 す る 年 の 1 月 1 日 時 点 の 住 民 地 の 市 区 町 村 で 取 得 で き ま す 。

➢ 添付書類は、申込書と同
様２部（正副）ご用意くだ
さい。

➢ 必要がある場合は、追加
で書類をご提出いただく場
合もございます。

➢ 添付書類は、中小企業等
軽減制度以外には使用いた
しません。

➢ 添付書類は返却いたしま
せん。

３ 処理費用の軽減制度＜申込に必要となる書類＞
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留意点
1 . 収集運搬事業者の決定時

• 決定した収集運搬事業者名を処理を行う事業所（営業担当）にお知らせください。

2 . マニフェスト（産業廃棄物管理票）の取り扱い
• マニフェストは、弊社にて準備し搬出時に収集運搬事業者が持参します。
• 処理が完了し返送されたマニフェストは、廃棄物処理法の規定により、発行時（搬出

時）の控えとともに５年間の保存が必要です。
• マニフェストを交付した場合、年度ごとに取りまとめ、翌年度の６月末までに所管の

自治体への実績報告が必要です。

保 管 者

搬出日の連絡

見積り・契約

搬出日の調整

収集運搬
事業者

※事業所ごとに入門許
可を付与

J E S C O

収集運搬事業者名を連絡

４ その他＜留意事項①＞
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〇 契約締結時の留意点
① 弊社との処理委託契約締結の期限は、 P C B特別措置法で定められている処分

期間の末日となります。
② 中小企業者等軽減制度の対象となる方は、審査結果が出てからの契約締結

となります。
③ 審査結果の有効期間は、通知の日から 9 0日間です。その期間中に弊社との

処理委託契約締結が必要となります。
④ J E S C Oの処理料金は、契約締結日から搬出日までの間の請求書に記載され

ている期日までにお支払い下さい。

参考： P C B特別措置法で定められている処分期間
① 変圧器・コンデンサー等（３㎏以上）※すべてのエリアで終了

• 北海道、東京及び豊田事業エリア：令和 4年（ 2 0 2 2年） 3月 3 1日
• 大阪事業エリア：令和 3年（ 2 0 2 1年） 3月 3 1日
• 北九州事業エリア：平成 3 0年（ 2 0 1 8年） 3月 3 1日

② 安定器等・汚染物
• 北海道及び東京事業エリア：令和 5年（ 2 0 2 3年） 3月 3 1日
• 北九州、大阪及び豊田事業エリア：令和 3年（ 2 0 2 1年） 3月 3 1日

４ その他＜留意事項②＞
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J E S C Oで運用している「収集運搬情報交換広場」は、保管事業者と収集運搬事業者との間の
初期連絡と、見積りに必要な情報のやり取り等の支援機能を軸にした W e bで提供する無料の
サービスです

ご利用開始
問合せは
こちらへ

※ J E S C O 登録番
号が必要です

h t t p s : / / j e s c o . s a n p
a i n e t . o r . j p / d o c / e x
p l a i n / i n d e x . h t m l

詳細はこちら

データベース
J E S C O 登 録 情 報
進 捗 状 況 の 情 報

収運決定

メール

◆ 会 社 の 宣 伝 P R を 掲 載
◆ 保 管 事 業 者 の 保 管 物 の 情 報 確 認
◆ 営 業 タ ー ゲ ッ ト の 抽 出
◆ G o o g l e  M a p で の 表 示

収集運搬事業者支援機能

◆ 入 門 許 可 業 者 P R を 確 認 比 較
◆ 見 積 回 答 の 一 覧 表 示
◆ 処 理 の 進 捗 状 況 を 確 認

メール
見積依頼メール（一括可）

Q Rコードよる簡単な利用申請

保管事業者支援機能

営 業 メ ー ル （ 一 括 可 ） 見 積 回 答 メ ー ル

収集運搬情報交換広場の提供機能概要

４ その他＜収集運搬情報交換広場＞



C o p y r i g h t  ( C )  J a p a n  E n v i r o n m e n t a l  S t o r a g e  &  S a f e t y  C o r p o r a t i o n  ( J E S C O )  A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .

中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 令和 4年度 P C B廃棄物の適正な処理促進に関する事業者向け説明会

4 6

〒 1 0 5 - 0 0 1 4
東京都港区芝一丁目 7番 1 7号 住友不動産芝ビル 3号館 3階

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
P C B処理営業部管理課 登録担当

T E L： 0 3 - 5 7 6 5 - 1 9 3 5 F A X： 0 3 - 5 7 6 5 - 1 9 2 3

☆ 登録（本社）１

〒 1 0 5 - 0 0 1 4
東京都港区芝一丁目 7番 1 7号 住友不動産芝ビル 3号館 3階

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
P C B処理営業部管理課 中小企業者等軽減制度担当

T E L： 0 3 - 5 7 6 5 - 1 9 2 0  ／ 0 1 2 0 - 8 0 8 - 5 3 4 T E L： 0 3 - 5 7 6 5 - 1 9 2 3

☆ 中小企業者等軽減制度（本社）２

５ 問い合わせ先＜登録・軽減制度＞
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〇 大型変圧器・コンデンサー等、安定器等・汚染物
〒 0 5 0 - 0 0 8 7
北海道室蘭市仲町 1 4番地 7

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
北海道 P C B処理事業所営業課

T E L： 0 1 4 3 - 2 3 - 7 0 0 7 F A X： 0 1 4 3 - 2 2 - 3 0 0 1

☆ 処理時期・契約関係
北海道内で保管されている方

３

５ 問い合わせ先＜北海道事業エリア①＞
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〇 大型変圧器・コンデンサー等、安定器等・汚染物
〒 1 0 5 - 0 0 1 4
東京都港区芝一丁目 7番 1 7号 住友不動産芝ビル 3号館 3階

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
北海道 P C B処理事業所営業課

T E L： 0 3 - 5 7 6 5 - 1 9 9 2 F A X： 0 3 - 5 7 6 5 - 1 9 0 8

☆ 処理時期・契約関係
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、
栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県及
び長野県内で保管されている方

４

５ 問い合わせ先＜北海道事業エリア②＞
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１ 大型変圧器・コンデンサー等
〒 1 0 5 - 0 0 1 4
東京都港区芝一丁目 7番 1 7号 住友不動産芝ビル 3号館 3階

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
東京 P C B処理事業所営業課

T E L： 0 3 - 5 7 6 5 - 1 9 2 7 T E L： 0 3 - 5 7 6 5 - 1 9 0 8

２ 安定器等・汚染物
〒 1 0 5 - 0 0 1 4
東京都港区芝一丁目 7番 1 7号 住友不動産芝ビル 3号館 3階

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
北海道 P C B処理事業所営業課

T E L： 0 3 - 5 7 6 5 - 1 9 9 2 F A X： 0 3 - 5 7 6 5 - 1 9 0 8

☆ 処理時期・契約関係
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県内で保管されている方

５

５ 問い合わせ先＜東京事業エリア＞
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１ 大型変圧器・コンデンサー等
〒 4 7 1 - 0 8 5 3
愛知県豊田市細谷町三丁目 1番地 1

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
豊田 P C B処理事業所営業課

T E L： 0 5 6 5 - 2 5 - 3 4 0 5 F A X： 0 5 6 5 - 2 5 - 3 4 0 5

２ 安定器等・汚染物
〒 5 5 2 - 0 0 0 7
大阪府大阪市港区弁天一丁目 2番 3 0号 オークプリオタワーオフィス 7階 7 0 2号

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
北九州 P C B処理事業所営業課 近畿・東海エリア分室

T E L： 0 6 - 6 5 7 5 - 5 5 8 5 F A X： 0 6 - 6 5 7 5 - 5 5 8 5

☆ 処理時期・契約関係
岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県内で保管されている方

６

５ 問い合わせ先＜豊田事業エリア＞
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１ 大型変圧器・コンデンサー等
〒 5 5 2 - 0 0 0 7
大阪府大阪市港区弁天一丁目 2番 3 0号 オークプリオタワーオフィス 7階 7 0 1号

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
大阪 P C B処理事業所営業課

T E L： 0 6 - 6 5 7 5 - 5 5 7 5 F A X： 0 6 - 6 5 7 5 - 5 5 7 6

２ 安定器等・汚染物
〒 5 5 2 - 0 0 0 7
大阪府大阪市港区弁天一丁目 2番 3 0号 オークプリオタワーオフィス 7階 7 0 2号

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
北九州 P C B処理事業所営業課 近畿・東海エリア分室

T E L： 0 6 - 6 5 7 5 - 5 5 8 5 F A X： 0 6 - 6 5 7 5 - 5 5 8 5

☆ 処理時期・契約関係
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県内で保管さ
れている方

７

５ 問い合わせ先＜大阪事業エリア＞
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〇 大型変圧器・コンデンサー等、安定器等・汚染物
〒 8 0 2 - 0 0 0 1
福岡県北九州市小倉北区浅野三丁目 8番 1号 ＡＩＭビル 8階

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
北九州 P C B処理事業所営業課

T E L： 0 9 3 - 5 2 2 - 8 5 8 8 F A X： 0 9 3 - 5 2 2 - 8 5 9 0

☆ 処理時期・契約関係
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、
愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県及び沖縄県内で保管されている方

８

５ 問い合わせ先＜北九州事業エリア＞
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ご清聴ありがとうございました

引き続きよろしくお願い申し上げます


